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保
険
料
を
免
除
さ
れ
て
い
る
皆
さ
ん
へ

追
納
を
お
勧
め
し
ま
す

　

保
険
料
免
除
、
学
生
納
付
特
例
、

若
年
者
納
付
猶
予
の
承
認
を
受
け

た
期
間
の
保
険
料
を
未
納
の
ま
ま

に
し
て
い
る
と
、
保
険
料
を
納
付
し

て
い
た
期
間
に
比
べ
て
、
将
来
支
給

さ
れ
る
老
齢
基
礎
年
金
の
受
給
額

が
少
な
く
な
り
ま
す
。

　

そ
の
た
め
、
国
民
年
金
に
は
、
10

年
以
内
で
あ
れ
ば
、
さ
か
の
ぼ
っ

て
保
険
料
を
納
付
す
る
こ
と
が
で

き
る
「
追
納
」
制
度
が
あ
り
ま
す
。

追
納
す
る
と
、
そ
の
期
間
は
保
険

料
納
付
済
期
間
と
な
り
、
当
初
か

ら
保
険
料
の
納
付
が
あ
っ
た
場
合

と
同
じ
扱
い
に
な
り
ま
す
。
満
額

の
老
齢
基
礎
年
金
を
受
給
す
る
た

め
に
も
、
追
納
を
お
勧
め
し
ま
す
。

　

た
だ
し
、
承
認
さ
れ
た
年
度
か
ら

起
算
し
て
３
年
度
目
か
ら
は
、
当
時

の
保
険
料
に
加
算
金
が
つ
き
ま
す
。

問
い
合
わ
せ
先　

彦
根
社
会
保
険

事
務
所
国
民
年
金
業
務
課

 

23-

１
１
１
４
番

　
　

年
金
受
給
者
の
皆
さ
ん
へ

年
金
振
込
通
知
書
が
送
付

さ
れ
ま
す

　

社
会
保
険
庁
で
は
、
年
金
受
給
者

を
対
象
と
し
て
、
毎
年
６
月
に
そ
の

年
度
に
支
給
さ
れ
る
年
金
額
を
お

知
ら
せ
す
る
「
年
金
振
込
通
知
書
」

を
送
付
し
て
い
ま
す
。

　

こ
の
通
知
書
は
、
原
則
と
し
て
向

こ
う
１
年
間
の
年
金
支
払
額
を
お

知
ら
せ
す
る
も
の
で
す
が
、
支
払
額

や
支
払
機
関
な
ど
に
変
更
が
あ
っ

た
場
合
に
は
、
改
め
て
「
年
金
振
込

通
知
書
」
を
送
付
し
ま
す
。

　

な
お
、
平
成
20
年
度
の
年
金
額

は
、
平
成
19
年
度
と
同
額
の
た
め
、

「
年
金
額
改
定
通
知
書
」
は
送
付
し

ま
せ
ん
。

問
い
合
わ
せ
先　

彦
根
社
会
保
険

事
務
所
年
金
給
付
課

23-

１

１
１
６
番

第
３
回
会
議
を
開
催
し
ま
す

外
国
籍
市
民
施
策
懇
談
会

　
「
外
国
籍
市
民
施
策
懇
談
会
」
は
、

だ
れ
も
が
安
心
し
て
暮
ら
せ
る
地

域
社
会
づ
く
り
を
め
ざ
し
て
外
国

籍
市
民
を
と
り
ま
く
さ
ま
ざ
ま
な

問
題
に
つ
い
て
話
し
合
う
場
で
す
。

第
３
回
会
議
を
次
の
と
お
り
開
催

し
ま
す
。

日
時　

６
月
28
日
㈯　

午
前
９
時

30
分
〜
同
11
時
30
分

場
所　

市
民
会
館
２
階
会
議
室

※
今
回
は
、
教
育
分
野
を
中
心
に
話

し
合
う
予
定
で
す
。

※
会
議
は
自
由
に
傍
聴
し
て
い
た

だ
く
こ
と
が
で
き
ま
す
。

※
こ
れ
ま
で
の
会
議
の
経
過
な
ど

に
つ
い
て
は
、
彦
根
市
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
（
ト
ッ
プ
ペ
ー
ジ
↓
窓
口
別
↓

市
民
環
境
部
市
民
交
流
課
↓
多
文
化
共

生
社
会
推
進
事
業
↓
彦
根
市
外
国
籍
市

民
施
策
懇
談
会
）
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

問
い
合
わ
せ
先　

市
民
交
流
課

30-
６
１
１
３
番
、
Ｆ
Ａ
Ｘ

22-

１
３
９
８
番

自
動
車
事
故
被
害
者
の
た
め
の

援
助
制
度
が
あ
り
ま
す

重
度
後
遺
障
害
者
介
護
料
支
給
制
度

　

自
動
車
事
故
に
よ
り
、
脳
・
脊
髄

ま
た
は
胸
腹
部
臓
器
を
損
傷
し
、
常

時
介
護
ま
た
は
随
時
介
護
を
必
要

と
す
る
人
に
、
次
の
範
囲
内
で
負
担

額
に
応
じ
て
介
護
料
を
支
給
し
ま

す
。

▼
常
時
介
護
が
必
要
な
人
（
自
賠
責
保

険
別
表
第
１
級
１
号
・
２
号
）

　

月
額　

５
８
、
５
７
０
円
〜
13
万

６
、
８
８
０
円

▼
随
時
介
護
が
必
要
な
人
（
自
賠
責
保

険
別
表
第
２
級
１
号
・
２
号
）

　

月
額　

２
９
、
２
９
０
円
〜
５
４
、

０
０
０
円

※
平
成
14
年
３
月
31
日
以
前
の
事

故
の
場
合
の
受
給
資
格
は
、
そ
れ

ぞ
れ
常
時
要
介
護
は
１
級
３
号

ま
た
は
４
号
、
随
時
要
介
護
は
２

級
３
号
ま
た
は
４
号
に
な
り
ま

す
。

交
通
遺
児
等
育
成
資
金

　

自
動
車
事
故
が
原
因
で
一
家
の

働
き
手
が
亡
く
な
ら
れ
た
り
、
重
度

の
後
遺
障
害
が
残
っ
た
人
の
家
庭

の
子
ど
も
の
た
め
、
育
成
資
金
を
無

利
子
で
貸
し
ま
す
。

期
間　

０
〜
15
歳
（
中
学
校
卒
業
ま
で
）

▼
支
給
額　

　

一
時
金　

15
万
５
、
０
０
０
円

　

毎
月　

２
０
、
０
０
０
円

　

入
学
支
度
金　

４
４
、
０
０
０
円

問
い
合
わ
せ
先　

独
立
行
政
法
人

自
動
車
事
故
対
策
機
構
滋
賀
支

所

０
７
７-

５
８
５-

８
２
９

０
番
、
Ｆ
Ａ
Ｘ
０
７
７-

５
８
５

-
８
２
９
１
番

最
低
賃
金
法
が
変
わ
り
ま
す

　

最
低
賃
金
の
決
定
基
準
や
罰
金

の
上
限
額
、
派
遣
労
働
者
へ
の
適
用

関
係
な
ど
の
改
正
が
あ
り
、
７
月
１

日
か
ら
変
わ
り
ま
す
。
改
正
内
容

は
、
次
の
と
お
り
で
す
。

改
正
の
概
要

▼
地
域
別
最
低
賃
金
の
不
払
い
の

場
合
の
罰
金
額
の
上
限
が
、
２
万

円
か
ら
50
万
円
に
引
き
上
げ
ら

れ
る
な
ど
、
罰
則
が
強
化
さ
れ
ま

す
。

▼
産
業
別
最
低
賃
金
の
不
払
い
に

つ
い
て
は
、
最
低
賃
金
法
の
罰
則

が
適
用
さ
れ
な
く
な
り
、
労
働
基

準
法
の
賃
金
の
全
額
払
違
反
の

罰
則
（
罰
金
の
上
限
額
30
万
円
）
が
適

用
さ
れ
ま
す
。

▼
派
遣
労
働
者
に
つ
い
て
は
、
派
遣

先
の
地
域
（
産
業
）
の
最
低
賃
金

が
適
用
さ
れ
ま
す
。

問
い
合
わ
せ
先　

彦
根
労
働
基
準

監
督
署

22-

０
６
５
４
番
、
Ｆ

Ａ
Ｘ
26-

０
２
４
１
番

国
民
年
金
に
つ
い
て
の
お
知
ら
せ

　

市
民
や
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
、
関
係
団
体
の
参
加
協
力
に
よ
り
、

彦
根
市
と
滋
賀
県
が
共
同
で
清
掃
活
動
を
実
施
し
ま
す
。

　

水
と
緑
に
恵
ま
れ
た
彦
根
の
環
境
を
守
る
た
め
の
取
り
組

み
に
、
積
極
的
な
ご
参
加
を
お
願
い
し
ま
す
。

日
時　

７
月
６
日
㈰　

午
前
９
時
40
分
〜
同
11
時
30
分

受
付
時
間　

午
前
９
時
〜
同
９
時
40
分

清
掃
場
所　

八
坂
町
（
犬
上
川
以
北
）・
大
藪
町
か
ら
長
曽
根

町
・
馬
場
二
丁
目
ま
で
の
湖
岸
一
帯
（
一
部
除
く
）、野
田
沼
・

荒
神
山
公
園
周
辺

集
合
場
所　

滋
賀
県
立
大
学　

交
流
セ
ン
タ
ー
前

※
駐
車
場
の
混
雑
が
予
想
さ
れ
ま
す
。
で
き
る
だ
け
乗
り
合

い
で
お
越
し
く
だ
さ
い
。

注
意
事
項　

清
掃
活
動
が
し
や
す
い
服
装
で
、
タ
オ
ル
・
飲

料
水
は
各
自
で
持
参
し
て
く
だ
さ
い
。

※
集
合
場
所
か
ら
送
迎
バ
ス
を
配
車
し
ま
す
。

※
雨
天
の
場
合
、
当
日
午
前
７
時
30
分
に
実
施
の
有
無
を
決

定
し
ま
す
。

　

ご
み
減
量
と
ご
み
処
理
有
料
化
に
つ
い
て
審
議
し
て
い

た
だ
く
、
廃
棄
物
減
量
等
推
進
審
議
会
の
第
８
回
会
議
を

次
の
と
お
り
開
催
し
ま
す
。
審
議
会
は
公
開
で
行
わ
れ
、

傍
聴
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

日
時　

６
月
27
日
㈮　

午
前
９
時
30
分
〜

場
所　

ひ
こ
ね
燦
ぱ
れ
す
（
小
泉
町
）

内
容　

最
終
答
申
案
と
答
申
日
程
な
ど
に
つ
い
て

問
い
合
わ
せ
先　

清
掃
セ
ン
タ
ー
管
理
課

22-

２
７
３
４
番
、
Ｆ
Ａ
Ｘ
24-

７
７
８
７
番

　
「
や
す
ら
ぎ
ふ
れ
あ
い
の
館
」
は
、

「
地
域
の
中
で
、
気
軽
に
人
と
交
わ

り
た
い
」
と
い
う
願
い
を
持
つ
高
齢

者
の
た
め
に
、
市
内
の
７
か
所
で
開

設
さ
れ
て
い
ま
す
。
民
家
な
ど
の
既

存
の
建
物
を
改
修
し
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ

ア
が
中
心
に
な
っ
て
運
営
し
て
お
り
、

高
齢
者
の
人
た
ち
が
、
ゲ
ー
ム
や
お

し
ゃ
べ
り
を
し
て
、
気
軽
に
過
ご
せ

る
場
所
を
提
供
し
て
い
ま
す
。

　

彦
根
市
で
は
、各
小
学
校
区
に
「
や

す
ら
ぎ
ふ
れ
あ
い
の
館
」
の
開
設
を

進
め
て
い
ま
す
。

　

開
設
・
運
営
に
対
し
て
の
補
助
制

度
も
あ
り
ま
す
。
補
助
制
度
や
現
在

開
設
し
て
い
る
「
や
す
ら
ぎ
ふ
れ
あ

い
の
館
」
を
左
の
表
で
紹
介
し
ま
す
。

　

関
心
が
あ
る
人
、
制
度
を
詳
し
く

知
り
た
い
人
は
、

介
護
福
祉
課
ま

で
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

問
い
合
わ
せ
先　

介
護
福
祉
課

23-

９
６
６
０
番
、
Ｆ
Ａ
Ｘ
26-

１
７
６
８


